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最上町経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の 

選定にかかる審査方法及び基準（案） 

 

１ 審査方法 

(１) 民間事業者が提出した企画提案書について、経営管理実施権の設定を受

ける民間事業者の選定委員会が書類審査を行います。 

 

 (２) 審査事項は、次のとおりとします。 

  ① 森林所有者に支払う金額 

  ② 経営管理の着実な実施 

  ③ 町の林業振興及びエネルギー政策の推進への貢献度 

  ④ 地域への貢献度 

  ⑤ 木材販売収益の安定・向上 

  ⑥ 経営計画の作成予定 

⑦ 技術的な提案 

⑧ 森林の現況把握 

 

２ 審査基準 

  企画提案書の審査については、選定委員会を開催して提案内容を審査する

ことによって行います。 

また、評価にあたっては前述の審査事項に基づき、次の表に示す各項目の基

準点の合計を採点し、最も合計点が高い者を採用候補事業者として選定します。 

なお、審査基準が具体的に示されていない項目については、提案内容を総合

的に判断し、採点します。 

 

 審査事項 配点数 審査基準点 

① 森林所有者

に支払う金

額 

20 点 極 め て

優 れ て

いる 

20 点 

優 れ て

いる 

16 点 

普通 

 

12

点 

やや劣

ってい

る 

8 点 

劣って

いる 

4 点 
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②  経営管理の 

着実な実施 

体制 10

点 

極めて優

れている 

10 点 

優れ

てい

る 

8 点 

普通 

 

6 点 

やや劣

ってい

る 

4 点 

劣って

いる 

2 点 

実績 10

点 

極めて優

れている 

10 点 

優れ

てい

る 

8 点 

普通 

 

6 点 

やや劣

ってい

る 

4 点 

劣って

いる 

2 点 

③  町 の 林 業

振 興 及 び

エ ネ ル ギ

ー 政 策 の

推 進 へ の

貢献度 

森林環境

教育等へ

の協力の

可否 

5

点 

可 

5 点 

不可 

0 点 

町の地域

冷暖房シ

ステムへ

の木質資

源の供給

量 

※スギ人

工林の搬

出間伐に

おけるヘ

クタール

あたりの

材積量

（㎥） 

10

点 

41 ㎥/ha 

以上 

 

10 点 

21～40 

㎥/ha 

 

6 点 

0～20 

㎥/ha 

 

2 点 

④  地域への 

貢献度 

事務所の 

所在 

4 

点 

最上町内 

4 点 

最上郡内

3 点 

県内 

2 点 

県外 

1 点 

地域雇用 6

点 

最上町内在

住者の雇用

が半数以上 

6 点 

最上郡内

在住者の

雇用が半

数以上 

5 点 

県内在

住者の

雇用が

半数以

上 

4 点 

左記以

外の雇

用状況 

3 点 
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⑤  木材販売 

収益の 

安定・向上 

10 点 極めて優れて

いる 

10 点 

優れ

てい

る 

8 点 

普通 

 

6 点 

やや劣

ってい

る 

4 点 

劣って

いる 

2 点 

⑥  森 林 経 営

計 画 の 作

成 予 定 の

有無 

（ 面 積 要

件 を 満 た

すか否か） 

10 点 予定有 10 点 

※認定済の計画に追

加 

※候補森林または候

補森林に既に委託契

約を受けている森林

を合わせて作成 

予定有 6 点 

※候補森林に

これから委託

契約を受ける

森林を合わせ

て作成 

予定無 

2 点 

⑦  技術的な 

提案 

10 点 極 め て

優 れ て

いる 

10 点 

優 れ て

いる 

8 点 

普通 

 

6 点 

やや劣

ってい

る 

4 点 

劣って

いる 

2 点 

⑧ 森 林 の 現

況の把握 5 点 

標準地調査実

施   

5 点 

現地案内参加 

3 点 

無 

0 点 

 

３ 審査結果 

 審査結果については、町の掲示板に告示するとともに、企画提案書を提出し

た全ての事業者に結果を通知します。 

また、審査内容については公表しないこととします。 

 

４ スケジュール 

 (１)企画提案書の審査           年  月  日(  ) 

 

 (２)採用事業者の選定・結果通知      年  月  日(  ) 

 

 


